
福岡県水素グリーン成長戦略会議 

福岡県地産地消型水素製造プロジェクト事業可能性調査支援補助金交付要綱 

 

（通則） 

第１条 福岡県水素グリーン成長戦略会議（以下「戦略会議」という。）が実施する地産地消型水

素製造プロジェクト事業可能性調査支援補助金（以下「補助金」という。）の交付について、必

要な事項を定める。 

 

（目的） 

第２条 この要綱は、福岡県内の水素サプライチェーンの展開を促進し、県内産業の脱炭素化と競

争力強化を図ることを目的として、県内で検討される地産地消型水素サプライチェーンの上流か

ら下流の検討を含む経済性や効率性等の事業可能性調査事業（以下「ＦＳ」という。）を実施す

る者に対して行う補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第３条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）「地産地消型水素」とは、水素の需要地で製造する低炭素水素を自家消費又は近隣で活用す

るものをいう。 

（２）「低炭素水素」とは、水素であって、その製造に伴って排出される二酸化炭素（以下「ＣＯ

２」という。）の量が3.4kg-CO2e/kg-H2 以下のものとする。 

（３）「ＦＳ」とは、事業者が地産地消型水素製造事業の検討段階での基礎調査や基本設計に向け

た要件整理（概念設計）等の検討を幅広く実施するものとする。なお、基本設計（ＦＥＥＤ）、

詳細設計、実証事業、設備調達及び建設工事等は対象外とする。 

 

（補助対象者） 

第４条 補助金の対象者は、第９条に規定する実績報告期限までにＦＳを完了する事業者で、次の

各号に掲げる要件すべてを備えたものでなければならない。 

（１）福岡県内において地産地消型水素製造事業の上流から下流の検討を含むＦＳを行う企業、団

体等の事業者 

（２）税金を滞納していないこと 

（３）ＦＳを行う際に法令に違反するおそれがないものであること 

（４）過去に類似の事業の経験をする等、ＦＳを適切に遂行する組織体制及び人員等を有すること 

（５）次のいずれにも該当しないこと 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下「暴対法」という。）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

ウ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第５条 補助対象は、県内で実施するプロジェクトのＦＳに必要な経費とする。 

２ 補助金の額は、補助対象経費の１/2以内の額（上限10,000千円）とする。 

３ 複数の事業者が共同でＦＳを行う場合、補助金の交付はその代表者に対して行うものとする。 

４ 第２項の規定により算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

 

（補助金の交付申請等） 

第６条 補助金の交付を受けようとする事業者は、「福岡県地産地消型水素製造プロジェクト事業

可能性調査支援補助金交付申請書」（様式１号）及び「福岡県地産地消型水素製造プロジェクト



事業可能性調査支援補助金実施計画書」（別紙１）（以下「計画書」という。）を会長に提出する

ものとする。 

２ 前項に規定する計画書を提出しようとする事業者は、計画書のほか、次の各号に掲げる書類を

提出するものとする。 

（１）「補助金計算書」（別紙２） 

（２）別紙２に掲げる助成対象経費のうち、「３ 委託・外注費」については見積書、設計書等 

（３）申請日時点において、発行から３ヶ月以内の履歴事項全部証明書又は現在全部事項証明書の

写し 

（４）役員名簿 

（５）国や他県、市町村等のほかの制度の補助を受けた実績や申請中の制度がある場合、その内容

が分かる資料 

（６）その他会長が必要と認める書類 

 

 （交付決定の通知） 

第７条 会長は、前条の規定による交付申請があったときは、申請書類を審査し、補助対象の採否

を決定する。  

２ 会長は、補助金の交付を決定したときは「福岡県地産地消型水素製造プロジェクト事業可能性

調査支援補助金交付決定通知書」（様式第２号）により、不交付を決定したときは「福岡県地産

地消型水素製造プロジェクト事業可能性調査支援補助金不交付決定通知書」（様式第３号）によ

り、交付申請者に通知するものとする。 

３ 会長は、補助金の目的を達成するために必要があるときは、前項の通知に際して必要な条件を

付すことができる。 

 

（事業の変更又は中止） 

第８条 前条第２項の補助金交付決定を受け、補助事業を行う者（以下「補助事業者」という。）

は、補助事業を変更又は中止しようとするときは、あらかじめ「福岡県地産地消型水素製造プロ

ジェクト事業可能性調査支援補助金事業変更（中止）申請書」（様式第４号）を会長に提出し、

その承認を受けなければならない。 

 

（事業実績報告書の提出）   

第９条 補助事業者は、会長が定める日までに「福岡県地産地消型水素製造プロジェクト事業可能

性調査支援補助金実績報告書」（以下「実績報告書」という。様式第５号。）を提出しなければ

ならない。実績報告書を提出する際は、事業に要した経費が分かる根拠資料を添付すること。 

 

（補助金の額の確定）  

第10条 会長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容の審査を行い、補助金の額を確定

し、「福岡県地産地消型水素製造プロジェクト事業可能性調査支援補助金額の確定通知書」（様

式第６号）により補助事業者に通知する。 

 

（補助金の支払い）  

第11条 補助事業者は、補助金の支払いを受けようとするときは、前条の規定に基づく補助金の額

の確定後に「福岡県地産地消型水素製造プロジェクト事業可能性調査支援補助金請求書」（様式

第７号）を会長に対し提出するものする。 

２ 会長は、前号の請求があった後、補助事業者に対し補助金を支払うものとする。 

 

（交付決定の取り消し、補助金の返還） 

第12条 会長は、次の各号に掲げる場合には、補助事業者に対し、補助金の交付決定の全部又は一



部を取り消し、交付した補助金を返還させることができる。この場合において、取消しにより事

業者に損害があっても、会長はその損害の賠償の責を負わないものとする。 

（１）補助事業に関して、会長が提出を求める書類等を期限内に提出しないとき 

（２）補助事業に関して、提出した書類等に虚偽があるとき 

（３）補助事業を中止したとき 

（４）補助金をほかの用途に使用したとき 

（５）補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき 

（６）当該要綱の規定に違反したとき 

（７）役員等（法人の役員又はその支店若しくは事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。） 

が暴力団員であると認められるとき 

（８）役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められ

るとき 

（９）役員等又は使用人が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき 

（10）役員等又は使用人が暴力団又は暴力団員と密接な交際を有し、又は社会的に非難されるべき

関係を有していると認められるとき 

 

（補助金の経理） 

第13条 補助事業者は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額

及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して、前項の収支簿

とともに補助事業の完了の日の属する年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

（帳簿書類の検査等） 

第14条 会長は、補助事業の適正かつ円滑な実施を図るため、必要に応じて補助事業者に報告を求

め、補助事業に係る帳簿及び証拠書類その他必要な物件を検査できるものとする。 

 

（成果の帰属） 

第15条 調査成果は、戦略会議と交付決定者との間に別段の合意がある場合を除き、補助事業者に

帰属する。ただし、会長が報告を求める場合、その成果を可能な限り報告するよう努めなければ

ならない。 

 

（諸様式） 

第16条 この要綱に規定される手続きは、原則、要綱で定めた様式により行うものとする。ただし、

様式によりがたい特段の理由があるときは、様式記載の情報は記載されていることを条件として、

当該様式を適宜変更又は独自の様式により提出することを可能とする。 

 

（その他）  

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。 

 

附 則  

この要綱は、令和７年１１月２１日より施行する。 



様式第１号（交付要綱第６条関係） 

 

年  月  日 

 

 

福岡県水素グリーン成長戦略会議会長  殿 

 

 

 

（申請代表者） 

住     所： 

名称・代表者氏名：          

 

 

 

福岡県地産地消型水素製造プロジェクト事業可能性調査支援補助金 

交付申請書 

 

 

 福岡県地産地消型水素製造プロジェクト事業可能性調査支援補助金交付要綱第６条の規定

に基づき、下記のとおり申請書を提出します。 

 

 

記 

 

 

１ 福岡県地産地消型水素製造プロジェクト事業可能性調査の実施地域 

 

 

２ 事業実施額 

 

   補助事業に要する経費          円 

   補 助 対 象 経 費            円 

   補 助 金 の 額            円（補助対象経費の１/２） 

                         

３ 事業の内容 

別紙１「福岡県地産地消型水素製造プロジェクト事業可能性調査支援補助金実施計画書」、

別紙２「補助金計算書」のとおり 

  



別紙１（様式第１号関係） 

 

福岡県地産地消型水素製造プロジェクト事業可能性調査支援補助金 

実施計画書 
 

令和  年  月  日 

 

 福岡県水素グリーン成長戦略会議会長 殿 

 

福岡県地産地消型水素製造プロジェクト事業可能性調査支援補助金交付要綱（以下「交付要綱」

という。）第６条の規定に基づき、地産地消型水素製造プロジェクト事業可能性調査における計画

について、以下のとおり提出いたします。 

また、交付要綱第４条に規定する補助対象者の要件をすべて満たしていることを誓約します。 

併せて、暴力団排除のために、必要な官公庁の部署への照会が行われることに同意します。 

 

  調査の要約(全角１２０文字以内) 

 

 

  補助事業の予定期日 

   令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 

 

 代表者 

 

  住 所                            

 

組織名                            

 

 組織の代表者                                          印 

   

【連絡先】 

住 所：〒   -   

   

  連絡担当者名： 

 所属： 

 役職： 

  Tel :  -   -       Fax :   -   -  

  E-mail :  



【別紙１－１】 

地産地消型水素製造プロジェクト事業可能性調査 実施計画について 

 

① プロジェクト概要 プロジェクト形成に向けた実施体制、スケジュール など 

 

② 有効性 水素供給量、想定するインフラ整備、安定供給の考え方 など 

 

③ CO2 削減量見込み 水素の炭素集約度、想定する CO2 削減量 など 

 

④ 中長期的見通し 将来の水素需要量拡大 など 

 

⑥他の助成等への申請状況 

助成制度（申請先） 申請額 交付状況 

   

   

注意：計画書を補完するために目的・目標や参加組織の役割分担などを表した図表等を添付してい
ただくことが可能です。 



【別紙１－２】 

実施体制について 
①参加組織一覧 

組 織 名※１ 住所・電話・ＦＡＸ 役職名・氏名 

   

   

   

   

   

※１ 「組織名」は、代表する組織を一番上に書き、組織ごとに欄を分けて記入して下さい。 
 
 
 



②企業概要 

企 業 名  

代 表 者 

フリガナ  

性別 男性 ・ 女性 
氏名  

役職  
生年 

月日 
     年   月   日 

本社所在地 
 

 TEL                      FAX 

連絡担当者 
(所属)                  (氏名) 

 TEL                      FAX 

資 本 金 （万円） 設立年月日     年   月   日 

従  業  員 （全社）           人 (福岡県内)            人 

水素に関する 

事業実績 
 

※「①参加組織一覧」に記載するすべての企業を記載すること 

 

 

  



様式第２号（交付要綱第７条関係） 

 

令和  年  月  日  

 

 

 

（申請者）殿 

 

 

 

福岡県水素グリーン成長戦略会議 

会 長  佐藤 直樹    ㊞ 

 

 

 

福岡県地産地消型水素製造プロジェクト事業可能性調査支援補助金 

交付決定通知書 

 

令和  年  月  日付で交付申請のあった事業の補助金については、下記のとおり交

付することに決定したので、福岡県地産地消型水素製造プロジェクト事業可能性調査支援補

助金交付要綱第７条の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 補助金の交付対象となる事業及びその内容は、令和  年  月  日をもって申請の

あった福岡県地産地消型水素製造プロジェクト事業可能性調査支援補助金交付申請書の記

載のとおりとする。 

 

２ 補助金の額は次のとおりとする。 

 

補助金の額  金       円 

 

３ 補助を受ける者は、福岡県地産地消型水素製造プロジェクト事業可能性調査支援補助金

交付要綱で定めるところに従わなければならない。 

 

 

  



様式第３号（交付要綱第７条関係） 

 

令和  年  月  日  

 

 

 

（申請者）殿 

 

 

 

福岡県水素グリーン成長戦略会議 

会 長  佐藤 直樹     

 

 

 

福岡県地産地消型水素製造プロジェクト事業可能性調査支援補助金  

不交付決定通知書 

 

令和  年  月  日付で交付申請のあった事業の補助金については、下記の理由によ

り不交付となりましたので、福岡県地産地消型水素製造プロジェクト事業可能性調査支援補

助金交付要綱第７条の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 不交付の理由 

 

 

  



様式第４号（交付要綱第８条関係） 

 

令和  年  月  日 

 

 

福岡県水素グリーン成長戦略会議会長  殿 

 

 

 

（申請代表者） 

住     所： 

名称・代表者氏名：          

 

 

 

福岡県地産地消型水素製造プロジェクト事業可能性調査支援補助金 

事業変更（中止）申請書 

 

 

 令和  年  月  日付で交付決定通知のあった補助事業を下記の理由により変更（中

止）したいので、福岡県地産地消型水素製造プロジェクト事業可能性調査支援補助金交付要

綱第８条の規定に基づき下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 概要（理由含む） 

  



様式第５号（交付要綱第９条関係） 

 

令和  年  月  日 

 

福岡県水素グリーン成長戦略会議会長 殿 

 

 

 

（申請代表者） 

住     所： 

名称・代表者氏名：          

 

 

 

福岡県地産地消型水素製造プロジェクト事業可能性調査支援補助金 

実績報告書 

 

 

令和  年  月  日付で交付決定通知のあった補助事業について、下記のとおり事業

を完了したので、福岡県地産地消型水素製造プロジェクト事業可能性調査支援補助金交付要

綱第９条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 

１ 事業実施結果 

別紙「福岡県地産地消型水素製造プロジェクト事業可能性調査支援補助金事業実績報告 

書」のとおり 

 

 

２ 経費執行状況 

 

   補助事業に要する経費          円 

   補 助 対 象 経 費            円 

   補 助 金 の 額            円 

 

※任意の様式により、上記金額の根拠となる当該積算の内訳一覧の提出及び外注の場

合は領収書の写しなどの提出が必要。なお、会長の求めにより追加提出が必要な場

合は迅速に対応をしなければならない。 

  



別紙（様式第５号関係） 

 

福岡県地産地消型水素製造プロジェクト事業可能性調査支援補助金 

事業実績報告書 

 

 

１．事業可能性調査実施期間     年  月  日～    年  月  日 

 

 

２．調査報告内容 

  別紙のとおり。 

 

＊承認した地域における水素プロジェクトに関する情報（事業規模、整備イメージ、ス

ケジュール、実施体制、経済性、効率性等）について任意の様式にて報告。 

 

 

３．今後の事業展開の見通しなど 

 

＊補助事業を踏まえた、水素サプライチェーンを展開するための時間軸や実施体制等

について報告。 

 

 

 

 

 

  



様式第６号（交付要綱第１０条関係） 

 

令和  年  月  日  

 

 

 

（補助事業者）殿 

 

 

 

福岡県水素グリーン成長戦略会議 

会 長  佐藤 直樹     

 

 

 

福岡県地産地消型水素製造プロジェクト事業可能性調査支援補助金 

額の確定通知書 

 

令和  年  月  日付で交付決定通知した補助事業について、令和  年  月  

日に提出のあった福岡県地産地消型水素製造プロジェクト事業可能性調査支援補助金事業実

績報告書を審査した結果、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認め

られるので、福岡県地産地消型水素製造プロジェクト事業可能性調査支援補助金交付要綱第

10 条の規定に基づき、交付すべき補助金の額を下記のとおり確定したので通知します。 

 

記 

 

１ 補助金交付決定額             円 

 

２ 補助金確定額               円 

 

 

  



様式第７号（交付要綱第１１条関係） 

 

令和  年  月  日  

 

 

 

（補助事業者）殿 

 

 

 

福岡県水素グリーン成長戦略会議 

会 長  佐藤 直樹     

 

 

 

福岡県地産地消型水素製造プロジェクト事業可能性調査支援補助金 

精算払請求書 

 

令和  年  月  日付で額の確定をした補助事業について、福岡県地産地消型水素製

造プロジェクト事業可能性調査支援補助金交付要綱第 11 条の規定に基づき、下記のとおり請

求します。 

 

記 

 

１ 補助金確定額             円 

 

２ 請求額                円 

 

３．請求情報 

フリガナ  名義人との関係 

口座名義人  本人 ・ 他（     ） 

金 融 機 関 名 
銀行 農協 郵貯銀行 

 

信用金庫  信用組合 
       本 ・ 支店 

口 座 種 類 普通 ・ 当座 口 座 番 号  

 

 

 

 

 

 

 


